
 

 

仕 様 書（リース、レンタル用） 

                       総合企画局デジタル化戦略推進室 

                     （担当 古山、三田 電話 222-3257） 

 件  名 イントラネット PC リモートアクセス用ネットワーク機器等一式賃貸借 

 

契約期間 令和９年２月１日～令和１４年１月３１日 

契 約 条 件 

１ 支払方法 

年度払い。ただし、端数が生じた場合は初回支払に含めるとともに、初

年度支払は２箇月分、最終支払は１０箇月分とすることから、支払金額に

ついては以下のとおり。 

⑴ 令和８年度 

契約金額の６０分の２及び端数。 

⑵ 令和９年度～令和１２年度 

契約金額の６０分の１２（小数点切り捨て）。 

⑶ 令和１３年度 

契約金額の６０分の１０（小数点切り捨て）。 

 

２ 期間満了後の物件の取扱い 

    業者引取り   ・   本市無償譲り受け 

※ ただし、引き続き利用可能な LAN 配線や棚板、ソフトウェア及びライ

センス、機器等については本市無償譲受とする。 

 

３ 保守管理 

     含む     ・     含まない 

※ 詳細については、次頁以降の詳細仕様書参照 

 

４ 予算が減額されたときの措置 

この契約は、「長期継続契約」とする。 

⑴ 京都市（以下「本市」という。）は、翌年度以降において当該賃貸借料

に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約

を解除することができる。 

⑵ ⑴の規定により、本市がこの契約を解除した場合において、この契約

の賃貸借の対象となった物件に係る受注者（複数の事業者で構成する連

合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員

をいう。）の取得費用及び付随費用の合計額が、既に本市が受注者に対し

て支払った賃貸借料を上回っていても、受注者は、その差額を本市に請

求することはできない。 

⑶ 受注者は、⑵に定めるもののほか、⑴の規定により本市がこの契約を

解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはでき

ない。 

注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。  
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１ 概要  

⑴  件名 

イントラネット PCリモートアクセス用ネットワーク機器等一式賃貸借  

 

⑵ 契約期間 

令和 9年 2月 1日から令和 14年 1月 31日まで 

 

⑶ 目的 

京都市（以下「本市」という。）の新京都戦略に掲げる「しごとの仕方改革」の推

進に向け、職員が働く場所にとらわれないフレキシブルな働き方を実現するため、行

政事務用パソコン（以下「イントラネット PC」という。）を庁外へ持ち出して安全に

利用できる環境を構築する。 

 このため、必要となる LTE対応 USBドングル（以下「ドングル」という。）、モバ

イル通信 SIMカード（以下「SIMカード」という。）、無線通信閉域網、閉域網、及

び SIMとイントラネット PCを組み合わせた認証環境（以下「認証サービス」とい

う。）等の調達、環境構築、並びにサービス提供を行う。 

 

⑷ 調達物品  

物品等名 数量 

ア ドングル 1,400個  

イ SIMカード 1,400回線  

ウ 無線通信閉域網 2回線 

エ 閉域網（アクセス回線区間）：「図１ 調達範囲図」の京都市デ

ータセンター（以下「データセンター」という。）から「カ及び

キの認証サービス」までの通信回線 

2回線  

オ 回線収容ルータ 2台 

カ 認証サービスの構築 1式  

キ 認証サービスのライセンス（※） 1式  

なお、データセンターに機器設置が必要となる場合のラックは本調達範囲外とする。 

※ 本市が所有する全イントラネット PC（1万台）が利用できるようにすること。  

 

⑸ 調達範囲 

本契約は、目的の達成に必要なネットワーク機器の賃借に加え、ネットワーク設

計、構築及び機器の設置作業等が含まれる。 受注者の調達範囲の概要は「図１ 調達

範囲図」のとおりとし、機器の導入に伴い発生する既存のネットワーク機器やサーバ

の設定の変更が必要な場合は、すべて本契約の調達の範囲に含む。  
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図１ 調達範囲図 

 

⑹ 納品 

ア 納品物  

納品物は以下のとおりとする。 納入時期は、本市の指定する時期とする。  

No 納品物 内容 

1 ハードウェア一式 ネットワークを構成する機器（ラックマウントキッ

ト、棚板及びケーブル等の設置に必要な機器を含

む。）。導入した機器は一覧化すること。  

2 ソフトウェア一式 必要なソフトウェア及びオペレーティングシステ

ム。導入したソフトウェアは一覧化すること。  

3 ライセンス一式 保証書、ライセンス証書（又はそれに代わる資料）  

4 業務実施計画書 業務の目的、実施体制、実施内容、スケジュール、

管理方法等を実施計画としてまとめたもの。  

5 WBS 必要作業を細分化したもの。WBSは作業項目の明確

化とともに、スケジュール管理、工数の割出しを行

うため、作業項目にスケジュール及び工数を併せて

記載したもの。  

6 テスト計画書 構築したネットワークの品質を検査するために実施

する試験の内容について定義したもの。  

7 テスト仕様書兼結果

報告書 

テスト環境に関する仕様書及びテストの結果報告を

まとめたもの。  

8 基本設計書（外部設

計書） 

ネットワークの要件を実現するために実装すべき機

能や基礎的な事項についてまとめたもの。（通信フ
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ロー、機能設計、セキュリティ設計、運用設計、移

行設計を含む。）  

9 詳細設計書（内部設

計書） 

基本設計書で定められた内容を実現するために、そ

れをどう実現するかを具体的に定めたもので、各機

器へ設定するパラメータ等の設定根拠及び設定ルー

ル等技術的な事項をまとめたもの。  

10 ネットワーク構成図 ネットワーク構成をわかりやすくまとめたもの。物

理構成図と論理構成図の 2種類。  

11 機器詳細書 機器ごとの品名、型番、シリアル番号、導入時期、

ポートの接続状況についてまとめたもの。機器にソ

フトウェアが導入されている場合は、ソフトウェア

名及びバージョンについても記載を行うこと。  

12 ネットワーク機器設

定情報 

ネットワーク機器のコンフィグファイル（機器設定

情報）。コンフィグファイルの形式は、各機器にて

エラーなく導入できる形式（cfg、bin）であるこ

と。  

13 ネットワークラック

搭載図 

機器をネットワークラックに搭載した場合の図面及

び搭載後の写真。図面様式については、本市が準備

している様式を利用すること。  

14 保守運用資料 保守運用マニュアル、機器設定手順書、運用手順

書、システム管理者の操作手順書、障害対応マニュ

アル、保守・サポート体制表  

15 各種会議資料 各種会議における議事録及び会議資料  

※  納品物は、内容等について本市と事前に協議し、協議内容が反映されていること

の確認を受けること。  

イ 納入方法  

ドキュメント等の納品物については、当該納品物を記録した DVD-R 等の媒体で 2部

を納品すること。 また、Microsoft 365以降で編集できること。 なお、付属マニュ

アルや取扱説明書、ライセンス等は PDF化すること。  

ウ 納品場所  

本市総合企画局デジタル化戦略推進室が指定する場所とする。  

エ 納入期限 

令和 9年 2月 1日までに、機器の納品・設置（ドングルキッティング作業含む）、

配線工事及び機器設定、テスト等を完了し、リモートアクセス用ネットワークが利

用可能な状態にすること。 

オ 納入完了後の納品物の修正 
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受注者は契約期間中において、納品したドキュメントに修正の必要が発生した場

合、原則として修正後の全編を提出すること。  

カ リース満了後の対応 

リース満了後、受注者にて機器設定等のデータ消去を行い、引取りを行うこと。 

また、消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した、データ消去作業完了

証明書を本市に提出すること。  

 

２ 基本要件  

⑴ ドングル 

USB接続で使用可能であり、規格等は本市と受注者が協議の上決定すること。 

⑵ SIMカード 

ア  使用期間中、SIMカード必要数を本市に提供すること。 

イ  SIMカードの調達、運搬及び使用期間に係る経費は本契約に含む。 

⑶ 通信 

ア  ドングルは、無線通信閉域網に接続する際に SIMとイントラネット PCを組み合

わせた認証ができること。 

イ  SIMカードの通信性能は、受信最大 75Mbps以上、送信最大 25Mbps以上とし、ベ

ストエフォートでの提供も可とする。  

ウ  SIMカード 1個あたりの通信量は 1か月当たり 30GB以上とし、各 SIMカードは

他の SIMカードと通信量をシェアできること。 

エ  1か月当たりの契約データ通信量の上限に達しない限りは、午前 8時から午後 6

時までの間、直近 3日間の使用状況による高速通信の制限を受けないこと。  

オ  認証サービスは、SIMとイントラネット PCを組み合わせた認証として、端末固

有情報を用いた認証ができること。 

カ  ドングル及び SIMカードの追加が可能であること。なお、追加する場合は別途契

約により本市が調達するものとする。 

キ  無線通信閉域網の回線は、京都府内の人口カバー率が 99%以上であること。 

ク  無線通信閉域網の認証設備は、冗長構成となっていること。 

ケ  閉域網（アクセス回線区間）は光回線で提供されるものとし通信速度は最大

10Gbps以上とし、ベストエフォートでの提供も可とする。また冗長構成とするこ

と。 

コ  閉域網（アクセス回線区間）の提供は、自社の配線や設備によらず他社の配線や

設備を利用するエリアがある場合においても、受注者が一括でサービスを提供する

こと。 
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サ  キャリア回線の障害等に備え、通常利用する回線とは異なる移動通信事業者、3

キャリア以上の回線へ切替可能な構成とし、切替後も SIMとイントラネット PCを

組み合わせた認証が継続して利用できること。 

シ  災害発生時においても通信が輻輳しにくいネットワーク構成を有すること。 

⑷ 導入支援 

SIMとイントラネット PCを組み合わせた認証サービスの構築にあたり、以下の対応

及び支援を行うこと。 

ア  環境実現に必要となるネットワークの設定変更の対応や IPアドレス発行に必要

な技術支援。ただし、IPアドレスの発行は本市が行う。  

イ  接続端末の認証要素として利用する端末固有情報（SMBIOS UUID、OSドライブの

シリアル番号、NICの MACアドレス等）の取得、確認及び登録に必要な技術支援を

行うこと。なお、これら情報の取得にあたっては、導入済みの SKYSEA（クライア

ント端末運用管理ソフトウェア）の活用を想定しているため、そのデータ取得方法

や設定内容に関する技術支援。 

ウ  認証サービスに対して、接続対象端末の事前登録（約 1万台を想定）を実施する

こと。また、導入後に本市が接続対象端末の追加・削除等を行えるよう、運用手順

書を作成のうえ、引継ぎを行うこと。 

エ  対象端末にクライアントアプリ等のインストール・設定が必要な場合、イと同様

に技術支援を行うこと。  

オ  ドングルに対し、SIMカードの挿入、APN設定、および個体識別用の管理番号シ

ールの作成・貼付からなるキッティング作業を実施すること。 

カ  必要機器類の現地設置がある場合は、設置作業および動作確認。  

キ  接続可能となった際、本市の庁内システム（行政業務情報システム等）への接続

確認・検証等の支援を行うこと。 

 

３ 保守・運用  

受注者は、ドングル、SIMカード、無線通信閉域網、認証サービス、及び閉域網（ア

クセス回線区間）を保守の対象範囲とする。 調達区間においてデータ通信が不通とな

った場合、下記の通り速やかに復旧対応を行うこと。 不通の被疑箇所の確認について

は原則本市が行うものとし、有償にて受注者が協力できるものとする。  

⑴ SIMカード 

ア 受付時間: 24時間 365日 ／ 対応時間: 平日日中帯（9:00～17:00）  

イ 確認の結果、不通の被疑箇所が SIMカードの場合、速やかに対応を行うこと。  

⑵ 認証サービス 

ア 受付時間: 24時間 365日 ／ 対応時間: 平日日中帯（9:00～17:00）  
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イ 確認の結果、不通の被疑箇所が認証サービスの場合、速やかに正常稼働する状態ま

で復旧を行うこと。  

⑶ 無線通信閉域網 

ア 受付時間: 24時間 365日 ／ 対応時間: 平日日中帯（9:00～17:00）  

イ 確認の結果、不通の被疑箇所が無線通信閉域網の場合、速やかに正常稼働する状態

まで復旧を行うこと。  

⑷ 閉域網（アクセス回線区間） 

ア 故障受付: 24時間 365日 ／ 対応時間: 平日日中帯（9:00～17:00）  

イ 確認の結果、不通の被疑箇所が閉域網（アクセス回線区間）の場合、正常稼働する

状態まで復旧または機器の交換を行うこと。  

⑸ 保守に関わる費用等 

ア ドングルについて、自然故障の場合、契約から 1年間無料で修理または交換するこ

と。  

イ 調達物品の保守において発生する費用はすべて受注者が負担すること。  

⑹ その他 

ア ドングルおよび SIMカードの紛失や盗難発生時は、24時間 365日電話等にて受け

付け、通信の停止等の対応を行うこと。  

イ 本業務にて閉域網を利用する無線通信区間のエリア通信状況が悪い場合、本市の申

告により改善を行うこと。また、その際の費用は受注者の負担とすること。  

 

４ 実施体制等の要件  

⑴  実施体制 

ア  本業務の遂行にあたり、次に掲げる要件を満たす者をプロジェクト管理者として

1名以上配置すること。令和 3年 4月 1日から令和 8年 3月 31日の間に、本市と

同一規模程度（職員数又はユーザ数 1万名以上）の官公庁（国、都道府県又は地方

自治法第 252条の 22第 1項に定める政令による指定を受けた中核市以上の規模の

地方公共団体）において、基幹系業務若しくは情報系業務等の大規模システムのイ

ンフラ機器を導入するプロジェクトにプロジェクト管理者として参加した経験を有

するものであること。  

イ  本業務の実施に当たっては、プロジェクトの進行管理を適切に行うこと。 

ウ  プロジェクト体制に、ネットワークスペシャリストもしくは CCNPの資格を有す

る業務従事者を必ず配置し、プロジェクト計画書で別途定める本市とのプロジェク

ト定例会に参加すること。 なお、本業務従事者は、同一人物でも別人物でも構わ

ない。 

⑵  管理方法 
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ア  プロジェクト管理: 運用開始までに定例会を行うこと。（開催頻度については、

プロジェクトの進捗状況によるものとする。）  

イ  議事録: 本市と定例会（簡易な打合せを含む。）を行った場合は、議事録を作成

し、3開庁日以内に本市担当者へ提出を行うこと。（3開庁日以内に次回の定例会

及び打合せがある場合は、次回定例会及び打合せまでに本市担当者へ提出を行うこ

と。）  

ウ  構成管理報告: 受注者は、構築するネットワークを構成する全ての要素について

最新の状態を把握すること。また、いずれかの要素について変更があった場合は、

構成管理報告書の提出を本市担当者へ行い、承認を受けること。  

⑶  導入作業 

ア  本市庁舎内（データセンターを含む。）において作業を実施する場合は、作業期

間及び作業時間について事前に本市と協議（作業レビュー）すること。  

イ  本市が承認した作業場所以外で業務を行わないこと。  

ウ  作業後の立ち合い等、作業後の障害対応及び原因特定を行える体制を用意するこ

と。 

エ  作業に起因するトラブルや、作業と同じ時間帯に既存の環境にトラブルが発生し

た際には直ちに調査を開始し、原因が作業に伴うものと認められた場合は速やかに

対処するとともに、経緯や結果の報告を提出すること。 

 

５ 制約条件  

⑴ 作業の実施場所は、本市が指定し、又は許可した場所で実施しなければならない。  

⑵ 本市のネットワークに外部から接続することはできない。  

⑶ 本市のネットワークに許可されていないイントラネット PCを接続することはでき

ない。 

⑷ 既存ネットワークとの連携については、正常な動作を確認し、本市担当者から承認

を受けること。 

⑸ 第三者機関による情報セキュリティマネジメント規格の認定として、ISMSもしくは

Pマークを取得していること。 

 

６ 特記事項（著作権について）  

⑴  著作権その他の権利の帰属  

 本契約に係る業務を遂行するに当たって、新たに発生した納品物（市販の汎用アプ

リケーション等パッケージソフトに帰属する部分を除く。）の著作権（著作権法第 27

条及び第 28条に規定する権利を含む。）その他権利については、本市に帰属するも

のとし、受注者は成果物に関する著作者人格権を行使しない。 
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⑵  第三者が権利を有する権利の利用 

 本契約の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合

は、受注者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に

係わる一切の手続を行うこと。 

⑶  本市に帰属しない著作物 

  本契約の範囲内で、本市に帰属しない著作物がある場合にあっては、受注者は、本

市に当該著作物の関連文書を納品物として納入するものとし、この関連文書について

も上記 ⑴ 及び ⑵ に準じて取り扱うこと。  

 

７ 留意事項  

⑴  業務遂行方法 

 本業務は、本仕様書によるほか、本仕様書に定めのない事項については、本市と密

な協議を行い、その指示により実施すること。 また、本業務の全部又は一部を再委

託する場合、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあ

らかじめ本市に申請し、その承諾を得なければならない。また、承諾を受けた業務に

ついて、再委託先がさらに再々委託を行うことはできない。 

⑵  回線の提供及び利用料の請求 

 無線通信閉域網の回線について、受注者が電気通信事業法に定める電気通信事業者

でない場合は、当該資格を有する事業者から提供を受けた回線を利用することを認め

る。なお、その際の回線利用料については、本契約に係る費用に含め、受注者が一括

して本市へ請求するものとする。 

⑶  内容及び成果 

 本業務の内容及び成果については、受注者において充分審査のうえ実施し、又は報

告する。 

⑷  成果物 

 受注者は、本業務の内容、成果品について、本市の許可なく、他に公表、使用、譲

渡、販売又は貸与してはならない。  

 

８ 用語の説明  

用語 説明 

京都市データセンター 本市が契約するデータセンターのこと。場所について

は、受注者のみに開示する。  

情報系ネットワーク 外部ネットワークとしてインターネットに接続するネ

ットワーク。本市では行政業務情報システム等、一部

の内部システムを情報系ネットワークで利用してい

る。  
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基幹系ネットワーク 個人番号利用事務、戸籍事務等に供する情報システム

用のネットワーク。インターネットや独自系ネットワ

ーク等の他のネットワークとは接続しないポリシーで

設計している。  

独自系ネットワーク 主に LGWANに接続し利用する情報システム用のネット

ワーク。外部ネットワークとしては、原則として

LGWANに接続するポリシーで設計している。  

行政業務情報システム 人事給与、文書管理、財務会計、庶務事務等の職員向

け内部システムの総称。共通基盤システムは、職員間

のメールやスケジュール管理、掲示板等の機能や行政

業務情報システム内の各システムが連携するための基

盤となるシステムのこと。 
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令和５年４月１日 

 

電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る

共通仕様書 

 

（総則） 

第１条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書（以下「共通仕様書」と

いう。）は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸

借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。 

２ 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別

仕様書に定める内容が優先する。 

 

（履行計画） 

第２条 賃貸人（複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当

該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。）は、この契約の履行に着手する前

に、履行日程及び履行方法について本市（以下「甲」という。）に届け出て、その承諾を

得なければならない。 

２ 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、

あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変

更するときも、同様とする。 

 

（秘密の保持） 

第３条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者

に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 

 

（目的外使用の禁止） 

第４条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。 

⑴ 賃貸物件 

⑵ 甲が乙に支給する物品（以下「支給品」という。）及び貸与する物品（以下「貸与品」

という。） 

⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気デ

ィスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情

報（賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。） 

 

（複写、複製及び第三者提供の禁止） 

第５条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三
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者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（作業責任者等の届出） 

第６条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらか

じめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。 

２ 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しな

ければならない。 

３ 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければな

らない。 

４ 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守す

る旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。 

 

（教育の実施） 

第７条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対す

る意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項

について、教育及び研修を実施しなければならない。 

２ 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全

ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び本市個人情報保護条例の罰則規

定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。 

３ 乙は、前２項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を

整備しなければならない。 

 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第８条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる

場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負う

ものとする。 

 

（再委託の禁止） 

第９条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託（以下「再委託」

という。）してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書

面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させる

とともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うも

のとする。 



12 

 

４ 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督す

るための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 

５ 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに

応じて、その状況を甲に報告しなければならない。 

 

（データ等の適正な管理） 

第 10条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部

における責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、

滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければ

ならない。 

２ 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所（以下「電子

計算機室等」という。）を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。こ

れを変更するときも、同様とする。 

３ 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、

甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届

け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従

事者の氏名、理由を届け出なければならない。 

４ 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲

の許可を受けなければならない。 

５ 乙は、第２項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所

に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備

えて、必要な保安措置を講じなければならない。 

６ 乙は、第２項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなけ

ればならない。 

⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。 

⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要

な措置を講じること。 

⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等

を入退室管理簿に記録すること。 

７ 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたとき

は、甲に受領書を提出しなければならない。 

８ 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情

報管理責任者を置かなければならない。 

９ 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、

次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及び
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これに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。 

⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履

行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。 

10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承

諾を得た場合は、この限りでない。 

11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場

合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。 

12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の

書面による同意を得た場合は、この限りでない。 

13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害

が生じた場合は、契約書第１０条第１項第１号に該当するとして契約を解除することがで

きる。賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。 

14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったと

きは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害（第三者に及ぼした損

害を含む。以下同じ。）を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害

を賠償しなければならない。賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。 

15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換

により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態

にしなければならない。 

 

（データ等の廃棄） 

第 11条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除

されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引

き渡さなければならない。 

２ 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項

を遵守しなければならない。 

⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。ただし、個人番号利用

事務系（個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。）の情報を取り

扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。 

⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。 

⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内

容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限

の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。 

 

（監督） 
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第 12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の

指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。 

２ 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況につい

て、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要

な指示等を行うことができるものとする。 

 

（事故の発生の通知） 

第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、

紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞

なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 

２ 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、

改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害

拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画

を定めなければならない。 

３ 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、

改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表するこ

とができる。 

 

（支給品及び貸与品） 

第 14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定める

ところによる。 

２ 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞な

く甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

３ 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 

４ 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除さ

れたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用

明細書を添えて甲に返還しなければならない。 

５ 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損した

ときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品

を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 

 

（検査の立会い及び引渡し） 

第 15条 甲は、契約書第５条第１項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検

査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、

乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。 

２ 甲は、契約書第５条第１項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼
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働させ検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負

担とする。 

３ 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に

重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求

めることができる。乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。 

 

（契約の解除） 

第 16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契

約書第１０条第１項第１号に該当するとして契約を解除することができる。 

２ 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。 

３ 乙は、第１項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めるこ

とはできない。 

 

（損害賠償） 

第 17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又

は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければな

らない。 

 

（契約不適合責任） 

第 18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適

合しないものであるとき（その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業

務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないと

き）は、乙に対してその不適合（以下本条において「契約不適合」という。）の修正等の

履行の追完（以下本条において「追完」という。）を請求することができ、乙は、当該追

完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が

請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。 

２ 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができ

る。 

３ 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない

場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができな

いときは、契約書第１０条第 1項第 1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除する

ことができる。 

４ 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第５条第１項の検

査に合格した日（契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日）

から２年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、契約書第

５条第１項の検査に合格した時点（契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の
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履行が完了した時点）において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった

場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。 

５ 第１項から第３項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指

示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であるこ

とを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 

 

（作業実施場所における機器） 

第 19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク（以下「機器

等」という。）については、乙が準備するものとする。ただし、甲が機器等を貸与する場

合は、この限りでない。 

２ 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前

に甲の許可を受けなければならない。 

３ 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする

必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。また、当該ソフトウェアが不要

となった場合は速やかに消去しなければならない。 

 


